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近世土佐派記録集 (-)
松 尾 芳 樹

京都市立芸術大学芸術資料館所蔵 ｢土佐派絵画資料｣は､中世に成立し近代初頭まで続いた大和絵の

画系土佐派に関わる資料である｡内容としては粉本と呼ばれる下絵や模本類が多いのだが､記録や文書

といった学界にとって貴重な文字資料も少なくない｡そこで､これら文字資料翻刻を順次行うこととし､

手始めに土佐家伝に関する資料九点を選んだ｡これらは全て近世後期以後の書写にかかるもので､かな

らずLも正確な事実に基づくとは限らないが､近世の土佐家が自己の家についてどのような認識を持っ

ていたかという内部からの土佐家観が見えて興味深い｡

-.土佐派系図 江戸時代 六.土佐家秘書目録 江戸時代

二.土佐家没年目録 明治43年(1910) 七.土佐家所持絵本目録 享保10年(1725)

三.土佐光貞俸禄上申書控 文化 2年(1805) 八.将軍御覧絵本目録 享保10年(1725)

四.土佐光信伝 明治時代 九.住吉称号謹文写 [寛文3年(1663)]

五.土佐光起伝書付 江戸時代

主要項目 :やまと絵､土佐派､土佐光信､土佐光芳､土佐光貞､住吉如慶､粉本

IXにUⅧ二NTSOFTOSASCHCX)LINPRE-MODERNAGE(Ⅰ)
YOSHIKIXATSUO

TheTosaSchoolisoneschoolofYanato-e.UniversityArtMuseumofKyotoCityUniversity

ofArtsownsacollectionofreferencematerialonTosaSchoolpaintings.弛ostofit

comprisessketchesandreproductions,butthereisalsomuchvaluablewrittenmaterialsuch

asrecordsandliteraryworks.Themuseumhasdecidedtograduallyreprintthesedocuments.

ChosentobefirstprintedareninethatdescribethehistoryoftheTosaSchool.Theyare

quiteinterestingintheirillustrationofhowtheEdoTosaSchoolartistsrecognizedtheir

school.

1 GenealogicaltableofTosaschool Edoperiod

2 ListofdatesofdeathsinTosafamily 1910

3 YrittenreportonstipendsbyMitsusadaTosa(copy) 1805

4 BiographyofMitsunobuTosa Meijuperiod

5 BiographynoteofMitsuokiTosa Edoperiod

6 Listofsecretb(泊ksforTosaschool Edoperiod

7 ListofreproductionsinTosaschool 1725

8 Listofrepr∝luctionsshowntotheShogun 1725

9 CopyofthedeedoftheSumiyoshititle (1663)

Keyterms:Yanato-e,Tosaschool,MistunobuTosa,MitsufusaTosa,MitsusadaTosa,
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バ
り一弓京

都
市
立
芸
術
大
学
芸
術
資
料
館
所
蔵

｢土
佐
派
絵
画
資
料
｣
は
､
室
町
時

代
か
ら
明
治
初
期
に
至
る
ま
で
活
動
し
大
和
絵
の
画
系
と
し
て
知
ら
れ
た
土
佐

派
に
関
わ
る
資
料
で
あ
る
｡
内
容
は
粉
本
と
呼
ば
れ
る
下
絵
や
模
本
類
が
多
く
､

近
年
図
録
の
刊
行
に
よ
っ
て
少
し
つ
つ
そ
の
内
容
が
公
開
さ
れ
始
め
た
｡
し
か

し
､
図
録
と
い
う
形
態
を
採
る
以
上
､
編
集
は
図
像
に
偏
重
し
が
ち
と
な
り
､

文
字
資
料
で
あ
る
記
録
文
献
や
文
書
は
､
な
か
な
か
目
録
化
の
機
会
が
生
ま
れ

な
い
｡
本
資
料
の
中
に
は
こ
う
し
た
文
字
資
料
も
相
当
数
含
ま
れ
て
お
り
､
近

世
の
絵
所
預
と
し
て
活
動
し
た
彼
等
の
記
録
だ
け
に
､
学
界
に
と
っ
て
貴
重
な

資
料
と
な
る
も
の
も
少
な
く
な
い
｡
そ
の
公
刊
の
方
策
を
考
え
る
必
要
が
生
じ

て
い
る
所
以
で
あ
る
｡

基
本
的
に
は
文
字
資
料
で
あ
っ
て
も
影
印
を
収
録
す
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る

と
思
う
が
､
膨
大
な
粉
本
の
刊
行
を
前
に
す
れ
ば
､
記
録
や
文
書
を
粉
本
同
様

に
影
印
目
録
化
す
る
時
期
に
つ
い
て
見
通
し
も
立
た
な
い
｡
そ
の
た
め
､
次
善

の
策
と
は
い
え
順
次
こ
れ
ら
文
書
類
を
分
割
し
て
翻
刻
公
刊
し
､
資
料
の
価
値

を
広
く
共
有
す
る
方
法
を
採
る
こ
と
に
し
た
｡

翻
刻
の
手
始
め
と
し
て
'
今
回
は
土
佐
家
伝
に
関
す
る
資
料
を
選
ん
で
い
る
｡

こ
れ
ら
は
全
て
近
世
以
後
の
書
写
に
か
か
る
も
の
で
､
必
ず
し
も
正
確
な
事
実

に
基
づ
く
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
､
近
世
の
土
佐
家
が
自
己
の
家
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
内
部
か
ら
の
土
佐
派
観
が
見
え
て
興

味
深
い
｡
各
々
の
資
料
に
つ
い
て
は
以
下
解
題
を
付
し
て
参
考
に
供
す
る
｡

I
.
土
佐
派
系
図

江
戸
時
代

(旧
番
号
三
二
八
)

二
二
･
I一lx
f
五
二
･
八

C

土
佐
光
芳

(
一
七
〇
〇
～
七
二
)
の
時
代
に
書
写
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
土
佐

派
の
系
図
で
あ
る
O
椿
紙
五
紙
を
継
ぐ
O
但
し
血
縁
関
係
を
示
さ
な
い
た
め
､

本
来
の
意
味
で
の
系
図
と
は
見
な
し
難
い
｡
恐
ら
く
土
佐
派
の
系
図
か
ら
画
人

名
と
官
位
官
職
の
み
を
抜
出
し
て
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
藤
原
鎌
足
を

家
祖
と
し
良
門
に
至
る
北
家
の
系
譜
の
後
､
藤
原
基
光
を
絵
所
預
の
祖
と
し
て

基
光
以
下
そ
の
子
行
海
等
12
人
の
系
譜
を
詳
細
に
連
ね
る
｡
藤
原
隆
能
に
至
り

経
隆
以
下
光
信
に
連
な
る
流
布
の
土
佐
系
図
同
様
の
次
序
と
な
り
､
全
て
五
十

人
の
名
が
見
え
る
｡
土
佐
系
図
に
は
幾
つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
本
資
料
の
よ
う

な
系
譜
は
見
ら
れ
ず
､
流
布
の
系
図
を
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ

る
｡
経
隆
か
ら
基
光
ま
で
を
十
六
世
と
す
る
認
識
は
､
血
縁
の
上
で
も
在
世
期

間
の
上
で
も
極
め
て
不
合
理
な
認
識
だ
が
､
流
布
す
る
土
佐
系
図
に
は
そ
の
大

部
分
が
見
当
た
ら
な
い
基
光
以
下
信
隆
ま
で
の
人
物
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
大
量

に
系
譜
に
混
入
し
た
の
か
､
ま
た
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
系
Ed
が
土
佐
家
に
伝
え
ら

れ
た
の
か
疑
問
は
多
い
｡
全
体
に
草
案
の
様
子
を
示
す
た
め
､
本
資
料
の
用
途

は
不
明
だ
が
､
光
芳
在
世
中
落
飾
後
に
あ
た
る
賓
暦
四
年

(
一
七
五
四
)
に
光

貞
が
分
家
を
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
､
本
家
累
代
の
画
人
系
譜
を
綴

っ
た
本
資
料
に
よ
っ
て
､
自
家
の
正
統
性
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
｡

二
.
土
佐
家
没
年
目
録

明
治
四
十
三
年

(
l
九

1
0
)

(旧
日
韓
三
E
[五
)

一
五

･
七
×
一
一
･
四

cm



罫
紙
三
葉
を
こ
よ
り
で
袋
綴
じ
に
し
た
も
の
｡
土
佐
光
信
以
後
土
佐
家
累
代

画
人
の
没
年
月
日
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
.
明
治
四
三
年

(
一
九

l
O
)
か
ら

起
算
し
た
没
年
ま
で
の
年
数
を
加
え
て
お
り
､
こ
の
年
が
目
録
を
作
成
し
た
年

と
思
わ
れ
る
か
ら
筆
者
は
土
佐
光
武

(
l
八
四
四
-
1九
一
六
)
ま
た
は
そ
の

子
光
輝

(?
-
1
九
二

1
)
と
考
え
ら
れ
る
o
土
佐
本
家
は
明
治
十
二
年

二

八
七
九
)
に
光
文
が
没
し
て
以
後
､
事
実
上
廃
業
同
然
の
状
態
で
あ
っ
た

か
ら
､
家
業
の
軸
と
な
っ
た
の
は
分
家
の
光
武
で
あ
っ
た
｡
従
っ
て
こ
の
記
録

は
分
家
方
に
於
て
制
作
さ
れ
た
と
は
い
え
明
治
期
土
佐
家
の
認
識
で
あ
っ
た
と

考
え
て
よ
い
｡
し
か
し
内
容
は
光
信
没
年
の
如
く
不
合
理
な
記
事
も
あ
っ
て
土

佐
の
家
伝
に
よ
る
と
ば
か
り
も
い
え
な
い
｡
表
記
の
形
式
か
ら
見
て
も

『扶
桑

画
人
伝
』
な
ど
の
画
伝
書
が
参
考
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
藤
原
鎌
足
を
祖

と
す
る
系
図
に
従
い
､
大
化
元
年
か
ら
起
筆
し
て
家
の
旧
さ
を
示
す
意
図
が
見

え
る
が
､
光
信
の
前
に
藤
原
基
光
と
巨
勢
金
岡
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
､
土
佐
家
の
祖
と
い
う
よ
り
倭
画
古
代
の
名
手
と
し
て
示
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
｡
光
親
は
光
成
の
弟
だ
が
了
仙
と
称
す
針
医
と
な
り
､
安
川
と
姓
を

あ
ら
た
め
福
山
藩
に
仕
え
､
家
を
離
れ
た
人
物
で
あ
る
｡
ま
た
光
海
に
つ
い
て

は
誰
の
兄
弟
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
｡

三
.
土
佐
光
貞
俸
禄
上
申
書
控

文
化
二
年

(
I
八
〇
五
)

(旧
日
毎
二
八
四
)

一
七

･
九
×
一
七
九

二
一

cm

土
佐
光
貞
が
継
嗣
の
備
後
介
す
な
わ
ち
後
の
光
字
の
た
め
に
収
入
の
確
保
の

道
を
請
願
し
た
書
簡
｡
格
紙
四
枚
を
継
ぐ
｡
禁
裏
の
有
力
者
に
宛
て
た
の
で
あ

ろ
う
が
､
宛
て
先
は
不
明
で
あ
る
｡
近
年
土
佐
家
へ
の
仕
事
が
他
の
画
家
に
奪

わ
れ
て
い
る
事
情
を
嘆
き
､
ま
た
処
遇
も
他
の
画
家
に
比
べ
て
充
分
な
も
の
と

は
言
え
な
い
と
考
え
た
た
め
､
土
佐
家
が
絵
所
預
と
し
て
か
っ
て
得
て
い
た
所

領
や
禄
の
こ
と
を
家
伝
と
し
て
語
り
権
利
の
正
統
性
を
述
べ
､
光
貞
自
身
が
長

期
に
わ
た
っ
て
滞
り
な
く
職
を
務
め
た
こ
と
に
対
す
る
理
解
を
求
め
て
俸
禄
の

便
宜
を
得
よ
う
と
し
た
内
容
で
あ
る
｡
本
資
料
に
明
確
な
年
紀
は
な
い
が
､
末

尾
の
丑
の
字
を
年
紀
と
考
え
る
と
､
光
字
が
備
後
介
と
な
っ
た
寛
政
二
年
か
ら

光
貞
が
没
し
た
文
化
三
年
の
間
の
丑
年
で
あ
る
寛
政
五
年
発
丑

(
一
七
九
三
)

と
文
化
二
年
乙
丑

二

八
〇
五
)
の
ど
ち
ら
か
が
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
｡
寛

政
五
年
と
し
た
場
合
､
元
文
三
年

二

七
三
七
)
生
ま
れ
の
光
貞
が
五
十
余
年

間
勤
務
し
た
と
い
う
記
事
に
従
え
ば
光
貞
は
乳
児
期
か
ら
御
用
を
務
め
た
こ
と

に
な
り
不
合
理
で
あ
る
｡
ま
た
､
鶴
沢
探
索
､
吉
田
元
陳
'
恒
枝
専
蔵
ら
寛
政

二
年

二

七
九
〇
)
に
落
成
し
た
内
裏
造
営
の
仕
事
を
終
え
た
画
家
が
､
わ
ず

か
三
年
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
揃
っ
て
先
代
と
し
て
扱
わ
れ
世
代
交
代
が

あ
っ
た
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
の
も
不
自
然
で
あ
る
｡
文
化
二
年
と
い
う
年
が

光
貞
の
亡
く
な
る
前
年
に
あ
た
る
こ
と
を
考
え
る
と
､
文
中
に
表
れ
た
土
佐
家

の
行
く
末
を
案
じ
る
老
境
の
光
貞
の
気
持
ち
が

一
層
理
解
で
き
る
か
ら
､
恐
ら

く
文
化
二
年
の
文
書
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
狩
野
縫
殿
介
は
京
狩
野
の
永
俊

と
考
え
ら
れ
､
そ
の
祖
父
縫
殿
介
は
永
良
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
流

布
す
る
と
こ
ろ
鶴
沢
探
索
が
禁
裏
御
用
を
開
始
し
た
の
が
明
和
六
年

(
一
七
六

九
)
と
さ
れ
て
お
り
､
な
お
か
つ
永
良
の
没
年
が
明
和
六
年
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
と
､
本
資
料
の
明
和
八
年
寅
と
い
う
記
事
は
矛
盾
し
て
い
る
｡
こ
の
年
は

本
来

｢卯
｣
と
す
べ
き
で
干
支
を
誤
っ
て
お
り
､
記
述
に
信
頼
性
が
欠
け
る
の

だ
が
､
こ
の
探
索
及
び
永
良
の
禁
裏
御
用
を
明
和
七
年
に
践
詐
し
た
後
桃
園
天



皇
の
時
と
し
て
い
る
以
上
全
く
の
誤
記
と
は
思
え
な
い
｡
恐
ら
く
土
佐
家
の
認

識
と
事
実
の
問
に
何
等
か
の
食
違
い
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡

五
.
土
佐
光
起
伝
書
付

江
戸
時
代

(旧
目
録
一二
四
八
)

一
七

･
五
×
一
〇

･
五

cm

四
.
土
佐
光
信
伝

明
治
時
代

(旧
目
録
三
〇

こ

二
四
･
三
×
一
七

･
〇
cm

土
佐
家
中
興
の
祖
で
あ
る
土
佐
光
信
の
伝
記
｡
薄
美
濃
紙
二
葉
に
拐
写
さ
れ

こ
よ
り
で
袋
綴
じ
さ
れ
て
い
る
｡
帝
国
博
物
館
の
所
蔵
に
触
れ
て
い
る
か
ら
明

治
期
の
著
作
と
思
わ
れ
る
｡
土
佐
光
武
は
明
治
二
十
四
年

(
一
八
九

一
)
五
月

に
光
信
及
び
光
文
の
年
回
忌
に
あ
た
る
と
し
て
京
都
円
山
に
て
書
画
会
の
開
催

を
企
て
て
い
る
｡
こ
の
頃
光
武
が
土
佐
家
の
再
興
を
願
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
､

本
資
料
は
こ
の
時
書
写
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
｡
著
者
は
不
明
だ
が
'
内
容

は
諸
書
を
参
考
に
し
て
当
時
の
学
界
の
水
準
に
す
れ
ば
か
な
り
内
容
豊
か
に
整

理
さ
れ
て
お
り
､
光
武
以
外
の
手
に
な
る
可
能
性
も
高
い
｡
二
葉
目
に

｢墓
地

考
｣
と
し
て
光
信
の
墓
地
に
関
す
る
考
証
が
貼
紙
の
形
で
付
さ
れ
て
い
る
が
､

内
容
か
ら
見
て
､
こ
れ
も
本
文
と
同
じ
著
者
の
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
但
し
､
光

元
､
光
吉
､
光
則
の
墓
所
や
領
地
に
つ
い
て
の
詳
細
な
知
識
を
含
み
､
こ
の
著

者
が
も
し
光
武
自
身
で
な
い
と
し
て
も
土
佐
家
に
詳
し
い
人
物
で
あ
っ
た
と
推

測
で
き
る
｡
没
年
は

『扶
桑
画
人
伝
』
と
同
様
に
大
永
五
年

(
1
五
二
五
)
読

に
従
い
､
先
の

｢土
佐
家
没
年
目
録
｣
の
天
文
十
四
年
と
異
な
る
｡
伝
に
付
さ

れ
た
作
品
目
録
も
概
ね

『扶
桑
画
人
伝
』
に
収
録
さ
れ
た
も
の
と

1
致
し
て
い

る
｡

流
布
す
る
伝
記
に
従
っ
た
､
わ
ず
か
三
十
九
字
の
土
佐
光
起
伝
で
あ
る
｡
恐

ら
く
軸
物
の
箱
な
ど
に
極
と
と
も
に
添
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

六
.
土
佐
家
秘
書
日
程

江
戸
時
代

(旧
目
録
二
八
三
)

二
八

･
五
×
四
三
･
〇
cm

鷹
永
九
年

(
1
四
〇
二
)
に
土
佐
行
光
が
記
し
た
土
佐
家
の
秘
書
三
部
の
解

題
を
著
し
た
文
書
の
写
し
の
体
裁
を
採
っ
て
い
る
｡
し
か
し
､

『和
轟
統
侍
譜

署
』

『先
代
重
工
司
補
任
』

『捨
所
預
春
日
日
記
』
と
い
う
三
書
と
も
現
存
が

確
認
で
き
ず
､
現
実
に
存
在
し
た
も
の
か
分
か
ら
な
い
｡
藤
原
行
光
の
没
年
に

つ
い
て
は
定
か
で
な
い
た
め
年
紀
の
偽
を
直
ち
に
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
､
谷
信

一
氏
が
論
じ
る
と
お
り

(美
術
研
究
八
七

｢藤
原
行
光
考
｣
)
彼
が

土
佐
と
称
し
た
記
録
が
未
だ
知
ら
れ
て
お
ら
ず
､
ま
た

『考
古
画
譜
』
に
見
え

る

『畠
山
記
』
康
応
元
年

(
1
三
八
九
)
十
二
月
二
日
の
条
に
行
光
が
官
職
を

退
い
て
閑
楽
と
称
し
た
と
す
る
記
事
の
存
在
な
ど
を
考
え
る
と
､
恐
ら
く
偽
文

書
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
｡
文
書
を
作
成
し
た
の
が
土
佐
家
の
何
者
か
は
分
ら

な
い
が
､
秘
書
の
内
容
を
土
佐
家
の
祖
藤
原
経
隆
を
初
め
と
す
る
画
人
記
録
の

存
在
を
挙
げ
て
絵
所
預
家
土
佐
の
正
統
性
を
証
し
､
土
佐
の
家
業
に
関
わ
る
知

識
の
所
載
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
い
る
｡
後
伏
見
院
が
外
題
を
書
き
'
三
書
の

う
ち
前
二
書
を
尊
円
親
王
の
書
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
川
世
紀
初
期
の
書
写
に
か

か
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
三
書
と
も
あ
え
て
偽
書
と
す
る
根
拠
は
な
い
が
､

存
在
を
裏
付
け
る
記
録
も
な
い
｡
土
佐
家
の
秘
書
と
さ
れ
た
光
起
の

『本
朝
画

四



法
大
伝
』
は
作
画
に
関
す
る
内
容
が
大
半
だ
が
､

一
部
に
家
業
口
伝
の
要
素
が

あ
る
｡
に
も
関
わ
ら
ず
こ
れ
ら
の
書
物
の
所
在
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
見
当
た
ら

な
い
こ
と
も
､
大
き
な
疑
問
で
あ
る
｡

七
.
土
佐
家
所
持
絵
本
目
録

享
保
十
年

(
一
七
二
五
)

(旧
目
録
三
一一九
)

一
五

･
八
×
三
二
九

･
〇
cm

椿
紙
八
枚
を
継
ぐ
｡
土
佐
家
に
所
蔵
さ
れ
た
絵
巻
及
び
犀
風
類
粉
本
の
目
録

で
あ
る
.
将
軍
徳
川
吉
宗
の
依
頼
に
よ
り
､
享
保
十
年

(
1
七
二
五
)
六
月
老

中
松
平
忠
周
の
用
人
山
村
源
八
な
る
も
の
が
土
佐
家
に
書
状
を
遣
わ
し
､
粉
本

の
目
録
を
作
成
し
て
江
戸
に
回
答
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
回
答
を
書
-
た

め
の
下
書
き
が
本
資
料
で
あ
る
｡
源
八
が
江
戸
を
三
日
に
出
し
た
書
簡
は
土
佐

家
に
九
日
に
届
き
､
返
書
は

一
週
間
後
の
十
六
日
付
で
発
送
さ
れ
た
と
し
て
い

る
｡
回
答
し
た
の
は
土
佐
光
芳
で
あ
る
｡
収
録
さ
れ
る
資
料
は
大
半
が
土
佐
の

系
譜
に
あ
る
画
人
の
も
の
で
､
十
八
世
紀
初
頭
の
倭
絵
の
模
本
目
録
と
し
て
興

味
深
い
｡
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
作
品
も
多
く
､

一
部
は
作
者
の
手
控
と

し
て
写
し
た
副
本
も
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
｡

八
.
将
軍
御
覧
絵
本
目
録

享
保
十
年

(
1
七
二
五
)

(旧
日
韓
三
二
七
)

二
八

･
五
×
四

一
･
〇
cm

将
軍
吉
宗
の
閲
覧
に
供
し
た
粉
本
の
目
録
｡

｢土
佐
家
絵

本
目
録
｣
を
江
戸

方
に
回
答
し
た
結
果
､
閲
覧
に
供
す
る
粉
本
の
送
付
に
あ
た
り
､
そ
の
解
説
を

加
え
た
も
の
｡
恐
ら
く
六
月
十
六
日
付
の
回
答
を
受
け
て
､
再
度
何
ら
か
の
要

請
を
記
し
た
書
簡
が
遣
わ
さ
れ
､
粉
本
選
別
の
作
業
が
な
さ
れ
た
ら
し
く
､
享

保
十
年

(
一
七
二
五
)
八
月
三
日
の
日
付
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
収
録
さ

れ
た
九
点
の
粉
本
の
選
択
基
準
は
あ
い
ま
い
だ
が
､
武
家
故
実
に
関
わ
る
も
の

が
選
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡

｢目
録
｣
の
記
述
か
ら
は
分
ら
な
い
粉
本

の
特
徴
が
記
さ
れ
て
い
て
興
味
深
い
｡
こ
れ
を
見
る
と
､
同
じ

｢絵
本
｣
と
い

っ
て
も
細
粗
好
悪
さ
ま
ざ
ま
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
｡
ま
た

｢あ
ら
き

絵
本
｣
と
解
説
す
る
も
の
が
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
土
佐
が
粗
略
な
も
の
を

わ
ざ
わ
ざ
薦
め
る
と
も
思
え
ず
､
選
別
は
将
軍
方
で
行
わ
れ
た
と
し
て
よ
い
だ

ろ
う
｡

九
.
住
吉
称
号
謹
文
写

寛
文
三
年

(
二
八
六
三
)

(旧
目
録
三
三
二
)

三
六

･
五
×
五

一
･
七

cm

住
吉
大
社
の
神
職
津
守
閲
治
が
住
吉
の
称
号
を
代
々
使
用
す
る
こ
と
を
住
吉

如
慶

二

五
九
九
～
一
六
七
〇
)
に
対
し
て
認
め
た
証
書
で
あ
る
｡
雁
皮
紙
に

写
さ
れ
て
お
り
副
本
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
｡

『古
妻
備
考
』
に
は
後
水
尾
院
が

住
吉
絵
所
の
絶
え
た
こ
と
を
惜
し
み
､
再
興
し
た
と
こ
ろ
､
後
西
天
皇
が
寛
文

二
年

(
一
六
六
二
)
当
時
能
手
と
し
て
聞
こ
え
た
土
佐
簾
通
す
な
わ
ち
如
慶
に

住
吉
絵
所
に
入
る
こ
と
を
命
じ
た
と
い
う
伝
が
記
さ
れ
て
い
る
が
､
本
資
料
は

こ
の
記
事
に
対
応
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
こ
の
資
料
で
は
寛
文
三
年

五
月
の
年
紀
が
あ
り
､
住
吉
の
称
号
を
受
け
た
の
は
勅
命
の
翌
年
､
霊
元
天
皇

が
践
辞
し
て
ま
も
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡

注

-
旧
目
録
番
号
は

｢土
佐
家
粉
本
目
録
｣

(昭
和
28
年
)
収
録
の
番
号

五



｢

土
佐
派
系
図

捨
所
預
土
佐
之
系
圃

江
戸
時
代

御
捨
所
者
本
是
官
寮
在
干
建
春
門

内
東
脇
御
書
所
之
北
也
醐
㌍

我
家

累
代
披
捕
此
御
捨
所
之
預
職
平
､

本
朝
御
給
之
事
鷹

勅
裁
之
旨
云
々
､

土
佐
姓
藤
原
始
称
春
日
､
其
先
出
干

ママ
太
織
冠
鎌
足
公
也
､
鎌
足
八
世
従
五
位
下
内

匠
頭
基
光
性
善
丹
青
､

宇
多
天
皇
勅
為
捨
所
別
富
也
銅

粥

､

基
光
十
有
六
世
従
五
位
下
土
佐
確
守
経
隆

ママ

能
童
□
祖
基
光
之
風
'
其
名
普
干
朝

市
､
乃
依

後
嵯
峨
院
及

亀
山
上
皇
之
勅
裁
二
為
累
代
袷
所
ノ
預
卜
也
実
､

二

隆
兼
邦
隆
亦
能
達
父
祖
之
業
､
遂
改

春
日
以
称
土
佐
-
云
々
絹

誓

大
職
冠
鎌
足

不比
等p<･･･

ナ
ノ■

正
二
位
内
大
臣

贈
正

一
位
大
政
大
臣

経 隆 隆 信 光 輔 隆 清 隆 隆 基 光 基 基 行 基 良 冬 内 真 房
隆 親 能 隆 頼 親 房 親 盛 昌 嗣 親 兼 成 海 光 門 嗣 麿 楯 前

給 関
所 院
[コ言
祖

初
名
車
罪

贈
正

一
位
大
政
大
臣

贈
正

1
位
大
政
大
臣

従

一
位
贈
大
政
大
臣

贈
正

一
位
大
政
大
臣

従
四
位
上
内
舎
人

従
五
位
下
内
匠
頭

阿
閣
梨
公

従
五
位
下
内
匠
頭

従
五
位
下
内
匠
頭

位

従
五
上
蔵
人

従
四
位
下

､
～

従
五
位
下
主
殿
頭

従
五
位
下
因
幡
守

正
六
位
下

､
～

従
四
位
下
出
雲
守

従
五
位
下
内
匠
頭

従
五
位
下
内
匠
頭

従
五
位
下
淡
路
守

従
五
位
下
蔵
人

下

従
五
位
中
務
少
輔

従
五
位
下
土
佐
権
守

フ
ナ
コ

母

ハ
稲
毛
三
郎
景
成
力
女
〆

藤

子

六



行 光 行 相 隆 長 隆 光 光 光 吉 光 邦 隆
廉 閲 光 保 相 隆 成 顕 正 秀 光 長 隆 兼

光 虞 光 光 行
信 周 弘 重 秀

即
平
ノ
時
政
ノ
孫
也

従
五
位
下
備
前
守

従
五
位
下
豊
前
守

従
四
位
下
刑
部
大
輔

従
甲
佐
甘
刑
部
大
輔

従
五
位
下
飛
騨
守

従
五
位
上
越
前
守

従
五
位
上
越
前
守

等

伊
予
守

従
五
位
下
左
近
衛
将
監

従
四
位
下
刑
部
大
輔

佑

従
五
位
下
采
女
催

従
五
位
下
越
前
守

従
五
位
下
備
後
守

従
五
位
下
右
近
将
監

入
道
経
光

従
四
位
上
大
蔵
少
輔

正
五
位
下
越
前
守

従
五
位
下
中
務
少
輔

従
五
位
上
弾
正
忠

入
道
経
増

従
四
位
上
刑
部
大
輔

光
茂

光
元

光
吉

光
則

光
起

光
成

光
祐

光
芳

二
.
土
佐
家
没
年
目
録

従
四
位
下
刑
部
大
輔

従
五
位
下
左
近
将
監

従
五
位
下
刑
部
大
輔

入
道
久
翌

従
五
位
下
左
近
将
監

昭

入
道
常

■

従
五
位
下
刑
部
大
輔

入
道
常
山

正
六
位
下
左
近
将
監

明
治
四
十
三
年

(
一
九

一
〇
)

貞
観
壱
年
迄
百
八
十
四
年

大
化
元
年
ヨ
-

至
明
治
四
十
参
年
二
千
二
百
九
十
年

貞
観
壱
年
迄
百
五
十
八
年

大
化
元
年
ヨ
-

至
明
治
四
十
三
年
二
千

〇
四
十
九
年

寛
弘
1B
tF
百
四
十
八
年

巨
勢
金
岡

貞
観
頃
元
年
ヨ
リ
至
ル
明
治
四
十
三
年
二
千
百
〇
七
年

基
光

寛
弘
頃
元
年
ヨ
リ
至
明
治
四
十
三
年
二
九
百
五
十
年

寛
弘
壱
年
迄
百
廿
参
年

巨
勢
金
岡

貞
観
元
年
ヨ
リ
至
明
治
四
十
三
年
二
八
百
八
十
八
年

基
光

寛
弘
元
年
ヨ
リ
至
明
治
四
十
三
年
二
七
百
六
十
六
年



光
信

光
信

光
信

光
茂

光
元

光
吉

光
則

光
起

光
成

光
祐

光
芳

光
親

光
海

光
淳

光
貞

光
時

光
字

光
禄

光
清

光
文

光
章

天
文
十
四
年
五
月
廿
日
至
明
治
四
十
三
年
二
四
百
〇
八
年

天
文
十
四
年
ヨ
リ
至
明
治
四
十
参
年
二
参
百
六
十
六
年

天
文
十
四
年
五
月
廿
日
卒
ス
明
治
四
十
三
年
二
至
ル
参
百
六
十
六
年

享
禄
年
卒
ス

永
禄
十
二
年
正
月
十
三
日
セ
ン
シ
同
年
二
至
ル
参
百
四
十
四
年

慶
長
十
八
年
五
月
五
日
卒
ス
同
年
二
重
ル
武
百
九
十
六
年

寛
永
十
五
年
正
月
十
六
日
死
ス
同
年
二
至
ル
武
百
七
十
三
年

元
禄
四
年
九
月
廿
五
日
卒
ス
同
年
二
至
ル
武
石
廿
年

寛
永
七
年
三
月
廿

一
日
死
ス
同
年
こ
至
ル
武
百
年

宝
永
七
年
七
月
九
日
卒
ス
同
年
二
至
ル
武
百
年

安
永
元
年
八
月
廿
九
日
死
ス
同
年
二
至
ル
百
三
十
九
年

享
保
十
五
年
九
月
十
七
日
卒
ス
同
年
二
至
ル
百
八
十

一
年

明
和
六
年
十
月
十
二
日
死
ス
同
年
こ
至
ル
百
四
十
式
年

明
和
元
年
十
二
月
六
日
卒
ス
同
年
二
至
ル
盲
四
十
七
年

文
化
三
年
武
月
四
日
死
ス
同
年
二
至
ル
百
〇
五
年

文
政
式
年
八
月
十
七
日
卒
ス
同
年
二
至
ル
九
十
二
年

嘉
永
五
年
三
月
廿
七
日
死
ス
同
年
こ
至
ル
五
十
九
年

嘉
永
二
年
九
月
十
六
日
卒
ス
同
年
こ
至
ル
六
十
二
年

文
久
二
年
十

一
月
廿

t
日
死
ス
同
年
二
至
ル
四
十
九
年

明
治
十
二
年
十

一
月
九
日
卒
ス
同
年
二
至
ル
三
十
二
年

明
治
八
年
七
月
四
日
死
ス
同
年
二
至
ル
三
十
六
年

三
.
土
佐
光
貞
俸
禄
上
申
書
控

文
化
二
年

(
一
八
〇
五
)

ヤプレ

一
古
代
よ
り
私

[

]
進
仕
来
り
候

ヤプ
レ

御
月
扇

之
儀
は
凡

[
]

よ
り
相
見
え
申
候
､
尤
墓
所
預
領
地

井
御
月
扇
之
料
所
も
御
座
候

様
子
古
キ
文
書
共
も
御
座
候
'
然
ル
所

八
代
以
然
左
近
将

[監
光
]
元
与
申
者

永
禄
十
二
年
正
月
十
三
日

将
軍
義
昭
公
本
国
寺
合
戦
之

節
御
用
二
立
戦
死
仕
候
､
依
之
為

恩
賞
泉
劉
上
神
谷
を
以
嫡
子

光
吉
え
被
宛
行
之
趣
信
長
公
奉
書

侍
来
仕
罷
在
候
､
干
後
泉
別
之
領
地

を
便

二
速
退
泉
釧
堺

二
住
居
仕
候
､

勿
論
乍
恐

御
変
代
之
御
時

節

二
付
､
恒
例
之
御
用
ホ
披

仰
付
候

御
沙
汰
も
無
御
座
候
得
共
､
天
正

マ
マ

年
中
之
比
泉
別
よ
り
御
扇
調
進

仕
候
､
其
節
墓
所
よ
り
嘉
例
之

御
扇
調
進
仕
候
為
御
褒
美
女
房

奉
書
被
下
置
家

二
侍
来
仕
罷
在
候
､

右
之
通
先
々
は
領
地
も
御
座
候
得
共

∧



是
以
足
利
家
よ
り
給
り
候
事
殿

悉
退
侍
仕
候
､
其
後
退
々
御
治
世

二

相
成
､
寛
永
年
中
二
五
代
己
前
光
起

与
申
者
帰
京
仕
､
家
例
之
通
知
元

官
位
も
被

仰
付
､
月
頃
調
進
井

臨
時
之
御
用
ホ
も
相
勤
候
､
尤
時
々
二

拝
領
物
は
仕
候
得
共
､
干
以
来
は
無
禄

二
而
御
座
候

二
付
'
亡
父
数
年
奉
願
候
而

享
保
九
辰
年
為
御
月
扇
之

料
於

御
墓
所
十
人
御
扶
持
方

披
下
置
候
儀

二
御
座
候
､

一
此
度
枠
備
後
介
儀
､
賓
暦
年
中
私

庶
流
御
取
立
以
来
之
通
於
御
用
儀

二
季
之
常
式
御
用
願
之
通
被

仰
付
披
下
候
而
も
弟
子
共

二
も
二
季

之
常
式
御
用
相
勤
候
者
共
も
御
座
候

間
同
様
相
成
候
而
は
墓
所
預
両
家

二

披

仰
付
候
規
模
も
無
御
座
候
二
付

奉
恐
入
候
願
二
御
座
候
得
共
､
何
卒
悼

儀
は
私
儀
五
十
年
余
乍
不
調
法

無
滞
相
勤
候
親
家
､
以
可
相
成
候
儀

二

御
座
候

ハ
～
､
御
扶
持
方

二
而
も
坂
下
置
候
欺
､

又
は
年
々
拝
領
銀
二
而
も
被
下
置
候

様
仕
度
此
臨
奉
願
候
'
勿
論
外
絵
師

こ
も
鶴
揮
探
泉
儀
は
四
代
巳
前
よ
り

追
々
結
構
二
被

仰
付
候
､
且
又
狩
野

縫
殿
介
儀
は
三
代
巳
前
よ
り
追
々

結
構
二
披

仰
付
候
儀
杯
も
御
座
候

二
付
､
右
二
書
付
申
上
候
､
尤
於
御
用
儀

二
季
之
常
式
御
用
斗
披

仰
付
候

者
共
も
右
二
書
付
申
候
､

鶴
揮
探
泉

右
四
代
以
前
探
山
与
申
者
始
披
召
置

年
々
銀
三
拾
枚
宛
被
下
置
父
探
索
迄

臨
時
之
御
用
斗
相
勤
罷
在
候
所
､

同
人
義
冥
加
相
叶
明
和
八
寅
年

後
挑
園
院
様
御
代
始
以
来

新
規
二
御
月
扇
被

仰
付
右
之

為
御
料
物
五
人
扶
持
被
下
置
､
尤

二
季
之
常
式
御
用
も
其
節
よ
り

被

仰
付
､
昔
時
不
相
変
被

仰
付

相
勤
候
而
相
績
仕
罷
在
候
事
､

九)



狩
野
縫
殿
介

右
累
代
之
絵
師
二
而
臨
時
之
御
用
は

先
祖
よ
り
相
勤
罷
在
候
処
､
祖
父
縫
殿
介

冥
加

二
相
叶
､
明
和
八
寅
年
探
索

同
様
二
新
規
二
御
月
扇
調
進
披

仰
付
､
為
御
料
物
年
之
銀
拾
五
枚
宛

披
下
置
､
尤
二
季
之
常
式
御
用
も

其
節
よ
り
被

仰
付
､
昔
時
不
相
変

被

仰
付
相
勤
相
績
仕
罷
在
候
事
'

狩
野
正
栄

右
四
代
以
前
正
栄
始
而
二
季
之
常
式

御
用
披

仰
付
､
不
相
変
相
勤
昔
時

相
頒
仕
罷
在
候
事
'吉

田
元
椿

右
先
代
元
陳
以
来
二
季
常
式

御
用
被

仰
付
､
不
相
変
相
勤
昔
時

相
績
仕
罷
在
候
事
､恒

枝
金
吾

右
親
恒
枝
専
蔵
与
申
者
私
弟
子
二
而

臨
時
之
御
用
奉
願
披

仰
付
､
干
後

冥
加
二
相
叶
t
l
一季
之
常
式
御
用
披

仰
付
､
不
相
変
相
勤
昔
時
相
績
仕

罷
在
候
事
､

丑月

土
佐
土
佐
守

四
.
土
佐
光
信
伝

明
治
時
代

土
佐
光
信
ノ
略
俸

光
信

ハ
中
務
丞
光
弘
ノ
四
男

(或
云
弾
正
忠
廉
周

ノ
男
)
テ
ノ
テ
官
右
近
衛
将
監
ク
リ

(或
云
左
近

将
監
)
､
明
腹
四
年
正
月
十
八
日
四
十
二
歳
二
シ
テ

正
五
位
下
二
叙
セ
ラ
レ
､
同
五
年
十
二
月
五
日
刑
部

大
輔
二
任
シ
､
同
十
二
年
二
月
九
日
従
四
位
下
二
捕

セ
ラ
ル

(或
云
明
艦
五
年
十
二
月
五
日
刑
部
大
輔

二
任
シ
文
亀
元
年
二
月
従
五
位
下
二
叙
ス
ト
､
恐
ク

ハ
光
茂
ノ
誤
リ
ナ
ラ
ン
)
､
其
前
延
徳
元
年
土
御
門

天
皇
ノ
真
影
ヲ
拝
需
シ
奉
-
シ
ーL'
天
皇
自
ラ
御
製

ヲ
御
影
ノ
上
二
遊
ハ
サ
レ
ン
由
シ
般
舟
三
昧
院
ノ

記
ニ
シ
ル
セ
リ
､
足
利
義
政
公
二
近
侍
シ
殊
寵
ヲ

蒙
-
シ
ニ
ヨ
-
同
公
衆
セ
ラ
レ
シ
後
'
其
真
容
ヲ
摸
シ

テ
子
々
孫
々
二
遺
ス
､
故
二
近
代
迄
モ
毎
歳
正
月
同

十



公
ノ
忌
日
二
ハ
必
ス
此
影
ヲ
童
院
二
懸
ケ
茶
菓
ヲ

供
ス
ル
ヲ
先
例
ト
セ
-
'
然
ル
ニ
維
新
後
故
ア
リ
テ

今

ハ
帝
国
博
物
館
ノ
収
蔵
と
ナ
レ
リ
､
光
信
丹
青
ノ

飴
暇
二
ハ
連
歌
ヲ
翫
ヒ
シ
二
ヨ
リ
､
屡
中
御
門
宣
胤

卿
ノ
モ
ー
ニ
参
邸
シ
､
風
流
ノ
舎
ニ
ハ
必
ス
末
席
二

列
レ
リ
､
又
光
信
力
描
ケ
ル
清
水
縁
起
三
巻
ノ
詞
書

ヲ
同
郷
外
数
名
ニ
テ
書
罵
セ
ラ
レ
ン
事
､
及
ヒ
同
郷

ノ
命
二
ヨ
リ
テ
両
面
ノ
衝
立
障
子
二
表
ニ
ハ
天
王

寺
惣
門
膜
ノ
壁
恵
心
僧
都
ノ
筆
半
身
ノ
阿
弥
陀
如

来
裏
二
ハ
弘
法
大
師
ノ
不
動
ノ
像
ヲ
描
キ
ン
二
ヨ

リ
童
料
八
十
匹
ヲ
贈
ラ
レ
ン
ヲ
､
光
信
イ
タ
ク
辞
退

セ
シ
事
等
同
郷
ノ
手
記
二
載
七
夕
-
､
永
正
年
間
ll

毎
歳
十
二
月
晦
日
卜
六
月
卜
二
ハ
一
柄
ノ
扇
子
ヲ

将
軍
家

-1奉
ル
ヲ
例
ト
セ
シ
由
殿
中
申
次
ノ
記
二

見
へ
ク
リ
､
光
信
或
ル
時
洛
東
鹿
ヶ
谷
二
遊
ヒ
ク
リ
､

ユ
ク
リ
ナ
ク
地
ヲ
聖
チ
奇
色
ア
ル
土
ヲ
管
見
シ
採

リ
テ
家
二
蘇
り
試
ミ
ル
二
非
凡
ノ
彩
具
ー
ナ
レ
リ
'

是
後
設
色
二
一
層
ノ
秀
潤
ヲ
増
加
ス
ト
云
フ
､
シ
カ

ノ
ミ
ナ
ラ
ス
富
時
ノ
漆
工
描
金
師
等
宰
テ
其
下
絵

ヲ
乞
ヒ
タ
ル
由
シ
､
是
レ
諸
製
品
ノ
国
枝
二
モ
長
シ

タ
ル
ナ
-
'
現
二
光
信
力
作
ル
所
ノ
芦
屋
釜
ノ
遺
稿

マ
マ

一
巻
尚
博
物
館
二
秘
セ
リ
､
其
項
憎
雪
舟
明
ヨ
リ
韓

航
シ
光
信
二
画
法
ヲ
説
キ

且
手
罵
ノ
巻
ヲ
贈
ル
､
光

信
是
ヨ
リ
更
二
和
漢
ノ
法
ヲ
兼
子
合
せ
ク
リ
ト
イ

ヒ
､
其
愛
女
千
代
子
ヲ
狩
野
元
信
二
嫁
セ
シ
メ
タ
ル

等
ヲ
想
ヘ
ハ
､
純
然
タ
ル
倭
童
ノ
法

ハ
光
信
二
至
り

梢

l
襲
シ
タ
ル
モ
ノ
～

如
シ
､
是
ヨ
リ
前
画
所
預
ノ

争
論
ア
リ
'
文
明
元
年
十
月
九
日
改
任
勅
裁
旨
領
掌

不
可
有
相
違

之
状
将
軍
義
政
公
ノ
奉
書
家
二
在
り
'

籾
光
信

ハ
殊
二
高
齢
ニ
シ
テ
大
永
五
年
五
月
廿
日

亨
年
九
十
二
歳
二
シ
テ
卒
去
ス
､
法
競
墓
所
不
詳
､

其
遺
跡
著
名
ノ
品
ヲ
掲
ク
レ
ハ
左
ノ
如
シ
､

源
氏
五
十
四
帖

大
画
源
氏
犀
風
十
双

石
山
縁
起

金
山
天
王
寺
縁
起

羅
漢
及
俳
画

職
人
歌
合

四
十
八
番
春
画

州
六
歌
仙
額

藤
袋
草
紙

一
ノ
谷
合
戦
之
囲

鶴
草
紙

一
休
半
身
ノ
像

北
野
天
神
縁
起

清
水
寺
縁
起

舞
楽
犀
風
並
巻
物

扇
流
彩
色
墨
画
二
枚
折

両
筆

FR1:
十
二
類
絵
巻

福
富
草
紙

マ
マ

人
磨
倹

竹
生
嶋
祭
礼
圏

源
氏
董
色
紙

堅
田
之
国

八
嶋
合
戦
之
圏

)鼠
草
紙

地
蔵
堂
草
紙

其
他
花
鳥
雑
画
等
ナ
リ

狐
草
紙

±



(貼
紙
-
｣
に
て
改
行
)

墓
地
考

光
信
ノ
男
光
茂
､
光
茂
ノ
男
光
元
永
禄
年
間
将
軍
義
昭
公
本
国
寺
合
戦
二
打

死
ス

(法

｣
号
光
屋
宗
元
墓
地
不
詳
)
､
其
恩
賞
ト
シ
テ
弟
光
吉
二
泉
州
上

神
谷
ヲ
宛
テ
ラ
レ
泉
州
境

二
住
ス
､
｣

光
吉
亡
後
泉
州
境
知
恩
院
末
寺
法
樹

寺

二
葬
ル

(法
号
円
照
院
)
'
子
光
則
京
師
二
稗
住
シ
故
有

｣
テ
官
位
ヲ
申

サ
ズ
'
寛
永
十
五
年
正
月
十
六
日
死
ス
､
初
テ
百
寓
遍
知
恩
寺

二
葬
ル
ト
､

依
之
是
ヲ
見
｣
レ

ハ
光
信
力
墓
所
或

ハ
法
樹
寺

ニ
ア
ラ
ン
カ
､
夫
レ
光
吉
力

死
亡

ハ
慶
長
十
八
年
五
月
ナ
リ
､
光
信
力
卒
去

ハ
大

｣
永
五
年
ナ
リ
､
相
去

僅
々
九
十
飴
年

二
過
キ
ズ
､
然
レ
任
光
信
力
先
代
行
秀
ノ
二
男
廉
周
長
禄
三

年

｣
近
江
国
金
勝
寺
領
地
ノ
事
ア
-
､
又
光
吉
存
在
中
狼
籍
ノ
輩
領
地
押
領

ス
ル
等
ノ
事
ア
リ
､
然

ハ
光
吉
｣
ノ
前

ハ
近
江
国
二
住
シ
義
昭
公
ノ
恩
賞
二

依
テ
泉
州

二
移
り
領
地
押
領
セ
ラ
レ
テ
後
光
則
京
師

二
稗

｣
住
セ
ン
ナ
ル
ヘ

シ
､
光
信

ハ
其
中
間
二
死
没
セ
シ
モ
ノ
ナ
レ
ハ
其
墓
地
近
江
力
将
泉
州
力
碑

夕
だ
然
タ
-
､
脚
力
歴

｣
代
ヲ
謄
写
シ
テ
参
考

二
供
ス
､

五
.
土
佐
光
起
伝
書
付

江
戸
時
代

光
起

光
則
子

[初
名
]
藤
満

[卜
云
]
､

三
十
八
歳

二

叙
従
五
位
下
左
近
将
監
､

号
常
昭
又
号
春
可
軒
'

叙
法
眼
､
七
十
五
歳
卒
､

六
.
土
佐
家
秘
書
日
韓

江
戸
時
代

捨
所
預
土
佐
家
三
部
之
秘
書

和
童
統
伝
譜
喜

一
巻

ソ

キ
ノ

本
朝
神
代
御
重
之
根
元
､
書
道
之
元
祖

辰

貴

王

子

テキ
デ
ン

ケ
イ
ソ

A

従
四
位
土
佐
権
守
経
隆
二
至
ル
和
童

嫡

博

之

系

嗣

､

ツ
ク

レキ

ノ
ス

井
二
本
朝

歴

代

之
君
臣
和
童
俸
受
之
姓
名
を

載

之

､

先
代
重
工
司
補
任

1
巻

元
正
天
王
冶
後
嵯
峨
院
之
御
代
二
至
ル
重
工
司
補

任
之
姓
名
を
記
す
､
然
ル
ニ
経
隆
己
来
ヲ
累
代
重
工
司

と
名
ッ
ク
､
職
員
永
以
富
家
二
領
掌
す
る
故
也
､

捨
所
預
春
日
々
記

捨
所
預
土
佐
権
守
経
隆
朝
臣
之
日
記
也
､
邦
隆
巳
下

ソヅ

又
以
績
之
､
然
ル
ニ
春
日
記
と
題
す
る
事
ハ
富
家
本
姓
ハ
藤

レ

ヤプ
レ

原
､
始

ハ
春
日
と
称
す
､
依
之
二
此
書
二
名

□

口

も
の
な
り
､
此
レ

レ

和
書
之
口
倖

本
朝
之
御
行
事
等
お
よ
ひ
伊
勢

力

物
語
源
氏
番
々
ノ
ロ
侍
家
集
苛
之
意
百
人
首
等
之
故

実
共
モ
悉
以
載
之
､

右
三
部
共
二

後
伏
見
院
御
外
題
披
成
下
､

又
前
二
番
ノ
詞

等
国
法
親
王
之
真
筆
也
､

鷹
永
九
年
十

t
月
日

給
所
預
土
佐
家
大
蔵
少
輔
行
光
奉

≡



七
.
土
佐
家
所
持
絵
本
目
録

享
保
十
年

(
一
七
二
五
)

絵
本
目
録

一
相
撲

一
獣
之
遊

一
魔
併

一
如
之
囲

一
職
人
嘉

一
過
去
現
在
因
果
経

同 経 烏 阿 基 公
人 隆 羽 閣 光 持

僧 梨
正 公

一
騎
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